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訪日外国人数、出国日本人数の推移

○ 2025年の訪日外国人数は約4,268万人（2024年比15.8%増）となり、暦年として過去最高となった。

出典 訪日外国人数：日本政府観光局（JNTO）「訪日外客数」、出国日本人数：出入国在留管理庁「出入国管理統計」 1



国・地域別の訪日外国人旅行者数及び割合

アジア 3263.7 万人（76.5%）

うち東アジア 2783.7万人（65.2%）

うち東南アジア 480.0万人（11.2%）

その他

282.4 万人

（6.6%） 韓国

946.0 万人

（22.2％）

中国

909.6 万人

（21.3%）

台湾

676.3 万人

（15.8%）

香港

251.7 万人

（5.9％）

北米

399.5 万人

（9.4%）

総計
4,268万人

欧米豪
9カ国・地域
722.3万人
（16.9%)

欧州主要
６ヵ国・地域
217.0万人

（5.1%）

豪州
105.8万人（2.5%）

【2025年】

東南アジア
480.0万人
（11.2％）

【2019年】

アジア 2619.4 万人（82.2%）

うち東アジア 2236.0万人（70.1%）

うち東南アジア 383.4万人（12.0%）

中国

959.4 万人

（30.1％）

韓国

558.5 万人

（17.5%）台湾

489.1 万人

（15.3%）

香港

229.1 万人

（7.2％）

北米

209.9 万人

（6.6%）

その他

153.6 万人

（4.8%）

総計
3,188万人

欧州主要
６ヵ国・地域
143.1万人
（4.5%）

東南アジア
383.4万人
（12.0％）

欧米豪
9カ国・地域
4１５.2万人
（13.0%)

豪州
62.2万人（2.0%）

※ （ ）内は、訪日外国人旅行者数全体に対するシェア
※ その他には、アジア、欧州等各地域の国であっても記載のない国･地域が含まれる。
※ 数値は、それぞれ四捨五入によっているため、端数において合計とは合致しない場合がある。
※ 日本政府観光局（JNTO）資料より観光庁作成
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インバウンドの状況（消費額）

訪日外国人旅行者による消費額の推移

出典：観光庁「訪日外国人消費動向調査」及び「インバウンド消費動向調査」 2025年は速報値

○ 2025年暦年：消費額 約9.5兆円（前年比16.4％増）
○ ：一人当たりの旅行支出 22.9万円（前年比0.9％増）
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資料：観光庁「インバウンド消費動向調査（旧訪日外国人消費動向調査）」（速報値）、財務省「貿易統計」（確報）に基づき観光庁作成

訪日外国人旅行消費額：9.5兆円

訪日外国人旅行消費額の製品別輸出額との比較（2025年）

○ インバウンド消費額9.5兆円は、自動車産業に次ぐ我が国第二位の輸出分野。

○ 日本人の国内旅行を含めた市場規模は約36兆円
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インバウンドの延べ宿泊者数（都道府県別）の推移

資料：観光庁「宿泊旅行統計調査」、令和7年は速報値。

その他三大都市圏：埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、兵庫県
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観光立国推進基本計画（第５次）案 （概要）

観光は、訪日外国人旅行消費額は9.5兆円（2025年速報）、そしてその経済波及効果は約19兆円に及ぶなど、
地域経済や日本経済の発展をリードする戦略産業※である。また、国際相互理解の促進など、多面的に重要な意義を有する。

他方、観光を巡り顕在化している課題として、混雑・マナー違反等の個別課題への対応、特定の都市・地域への集中是正など、オー
バーツーリズムの未然防止・抑制に向けた対策の強化が不可欠。加えて、深刻な人材不足への対応、観光の高付加価値化、国内
交流の拡大、災害や国際情勢等の様々なリスクに対する強靱性の確保などの課題への対応が不可欠。
そのため、「観光の持続的な発展」、「消費額拡大」、「地方誘客促進」、「観光と交通・まちづくりとの連携強化」、「新技術の活用・
本格展開」を施策の方向性として位置づけ、地域住民と観光客双方の満足度を向上させ、交流人口・関係人口を拡大するとともに、
「住んでよし」「訪れてよし」に加え、「働いてよし」の観光産業の実現を推進するための施策を強力に推進。

課題・方向性

施策の柱 計画期間：
令和８～12年度
（2026～2030年度）

戦略産業として、日本の魅力・活力を次世代にも持続的に継承・発展させていく観光
目指すべき
2030年の姿

※訪日外国人旅行消費額15兆円を達成した場合、経済波及効果は約30兆円規模と、幅広い産業に裨益することが見込まれる。

・ 局所的・地域的に生じている混雑・マナー違反等の個別課題への対応
・ 地方誘客を進めるための広域的な体制の整備
・ 地方誘客及び消費拡大に効果の高い観光コンテンツの充実
・ 地方部への交通ネットワークの機能強化

インバウンドの戦略的な誘客と
住民生活の質の確保との両立

国内交流・アウトバウンド拡大
・ 休暇の分散・旅行需要の平準化
・ 関係人口の創出や二地域居住の促進
・ 国内・海外旅行の需要喚起に向けた機運醸成

観光地・観光産業の強靱化
・ 持続可能性を高めるためのインバウンド市場・観光コンテンツの多様化
・ 観光DX、省力化投資等による生産性向上
・ 健全な競争環境の整備
・ ユニバーサルツーリズムなど多様なニーズへの対応
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観光施策を充実・強化するための国際観光旅客税の拡充
（国際観光旅客税）

⃝ 国際観光旅客税の税率を、現行の旅客１人１回当たり1,000円から3,000円に引き上げる。

⃝ 事業者の準備期間等を考慮し、令和８年７月１日以後に適用する。
（注）令和８年７月１日より前に締結された一定の運送契約に基づく同日以後の出国は旧税率（1,000円）を適用。

⃝ 今後、更なる観光施策の強化・充実を図るための財源確保の必要性や、今回の税率引上げによる旅客の負担感、事業者の実務等を
勘案した上で、税率の見直しについて、できるだけ早期に結論を得られるよう検討を行う。

要望の結果

観光施策を充実・強化させることにより、観光客の受入れと住民生活の質の確保の両立を図り、地域経済・社会に好循環をもたらす、
真の「観光立国」の実現を目指すため、国際観光旅客税を拡充する。

○ 近年、オーバーツーリズムの課題等が顕在化する中、地域経済・社会に好循環をもたらす、真の「観光立国」を実現するためには、
オーバーツーリズム対策の強化や、地方誘客・需要分散に対する中長期的な視点に立った抜本的な対策が必要。

○ 以下のような観光施策※ を充実するためには、国際観光旅客税の引上げによる財源確保が必要不可欠。
※ 国際観光振興法及び国際観光旅客税の使途に関する基本方針に適合するもの（以下は令和８年度から実施する主な施策）。

施策の背景

○ 過度の混雑対策
・ 混雑状況の見える化による混雑回避の誘発や手ぶら観光の推進など、過度の混雑に対する対策の強化
・ 需要管理のための新たな仕組みの導入促進
（パークアンドライドの実施、需要に応じた入域管理や予約制導入・有料化等）
・ 円滑な出入国・通関等の環境整備 等
○ マナー違反対策
・ 観光客へのマナー啓発など、マナー違反対策の強化
・ 違反行為防止のための環境整備支援（撮影スポットの整備、スマートごみ箱の設置等） 等
○ 違法な民泊サービスの解消

インバウンドの受入れと住民生活の質の確保との両立
を図るための個別課題への対応

○ 地方の観光地の魅力向上・地方誘客
・ 広域連携DMO等が中心となった観光地域づくり
・ 廃屋撤去・再生による地方温泉地等も含めた観光まちづくり
・ 国立公園など自然資源を活用した観光振興の強化
・ 文化資源・スポーツツーリズムを活用した全国各地への観光拡大・充実
・ 地方誘客・観光需要の分散に資するプロモーション 等

○ 地方部への交通ネットワークの機能強化
・ 空港アクセス鉄道、国内航空、クルーズ船等の交通基盤の機能強化
・ 観光地への二次交通の整備 等

地方誘客の推進による特定の都市・地域への
集中是正と分散の推進

１．オーバーツーリズム対策の徹底

２．日本人出国者への配慮
○ 安全安心な海外旅行環境の整備 等 ※上記「１．オーバーツーリズム対策の徹底」中にも、空港アクセス鉄道や国内航空の機能強化等、日本人出国者にも裨益する施策も含まれる。
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担当課室：観光庁 参事官（外客受入）

オーバーツーリズムの未然防止・抑制をはじめとする観光地の受入環境整備の促進

事業目的・背景・課題

事業内容

事業スキーム

事業イメージ

○一部の地域・時間帯における観光客の過度な集中やマナー違反問題など、我が国における観光課題が顕在化している状況。
○インバウンドの更なる受入れに対する国民の不安を払拭し、観光を我が国における「戦略産業」として持続的に発展させていくためには、
局所的・短期的な対応が中心となっていたこれまでの対策に加えて、地域の方々の理解の下、中長期的な視点からより実効性のある
面的な対策を一層促進していく必要がある。

・事業形態：①間接補助事業（補助率 ２／３（補助上限額：２億円）、１／２（補助上限額：０．５億円）、②調査事業等
・補助対象・請負先：①国→民間事業者→地方公共団体、登録DMO、民間事業者等 ②民間事業者等 ・事業期間：令和８年度～

①補助事業
地域における観光施策のとりまとめ・旗振り役である地方公共団体、
観光地域づくり法人（DMO）が中心となり、各地域が現在直面
している課題／今後抱えうる課題に地域一体で行う様々な取組※１
を面的・総合的に支援する。また、民間事業者をはじめ、個別の受
入環境整備に係る取組についても、きめ細やかな支援を行う。
※１ 調査・実証に係る取組を含む

特に、ソフト的・対症療法的な対策のみならず、中長期的な視点か
ら安定的・持続的に支援できるよう、複数年にわたる取組についても
支援することとする。また、検討段階から観光庁・地方運輸局が伴
走支援を行い、地域の方々の理解の下、より実効性のある対策の
加速化を図っていく。

②調査事業
我が国における観光課題の情報を収集し、生じている地域・エリアに
提供することで、スピード感をもった対策の造成を支援するほか、多様
な媒体を通じたマナー啓発、手ぶら観光サービスの普及・浸透に向け
た調査等を実施する。

令和８年度予算額 10,000百万円
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令和８年度「オーバーツーリズムの未然防止・抑制をはじめとする観光地の面的受入環境整備促進事業」の公募等について

１．公募期間
公募開始：令和８年２月２５日（水）
計画申請受付締切：令和８年５月２９日（金）１２：００【締切厳守】
※事前着手届出制度を活用する場合：令和８年４月１７日（金）１２：００【締切厳守】

２．支援類型等
本事業では、「地域一体型」と「一般型」の２つの類型に分けて公募します。

一般型地域一体型

多様な観光関連事業者が、各地域が抱える観光課
題に対応すべく、一又は複数の者が連携しながら、実
情に応じた受入環境整備を行う類型

地方公共団体、登録観光地域づくり法人（DMO）
が中心となって、地域の多様な観光関連事業者等と
連携しながら、実情に応じた面的な受入環境整備を
行う類型

類型概要

地方公共団体、登録観光地域づくり法人（DMO）、
民間事業者等地方公共団体、登録観光地域づくり法人（DMO）申請主体

地方公共団体、登録観光地域づくり法人（DMO）、民間事業者等補助対象者
5,000万円
１／２以内

２億円
２／３以内

補助上限額
補助率

申請主体が地方公共団体以外の者である場合には、
関係する地方公共団体との連携が必要（連携を証す
る書類を提出すること）

• 申請時点において、申請主体を含む地域の関係
者により構成される協議の場を設けておくこと

• 当該協議の場における議論について、地域住民の
意見を取り込める方法を取り入れておくこと

• 申請主体が登録観光地域づくり法人（DMO）
である場合には、関係する地方公共団体と連携
すること

主な要件
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道の駅でご活用いただいた例

令和７年度実施分
事業内容地域申請主体

「道の駅摩周温泉」でのポイ捨て防止のためのマナー啓発ポスター及び看板設置北海道弟子屈町弟子屈町

「道の駅いいで」での人流データの収集・分析山形県飯豊町飯豊町

「道の駅いちかわ」におけるICTゴミ箱設置千葉県市川市市川未来創造グループ

「道の駅美山ふれあい広場」、「道の駅スプリングひよし」、「道の駅京都新光悦村」における二次
元コード付き多言語案内看板の整備京都府南丹市一般社団法人南丹市美山観光まち

づくり協会

「道の駅うずしお」におけるICTゴミ箱設置兵庫県南あわじ市株式会社うずのくに南あわじ

「道の駅阿蘇」の駐車場及び館内の混雑状況の発信及び人流情報の分析熊本県阿蘇市阿蘇市

事業内容地域申請主体

「あ・ら・伊達な道の駅」におけるICTゴミ箱設置宮城県大崎市株式会社池月道の駅

「道の駅平泉」 農産物直売所及びファーストフードのキャッシュレス決済環境整備岩手県平泉町株式会社浄土の郷平泉

「道の駅やまがた蔵王」と蔵王温泉及びかみのやま温泉を結ぶシャトルバスの運行かみのやま温泉一般社団法人上山市観光物産協会

「道の駅大滝温泉」、「道の駅ちちぶ」での三峰駐車場の混雑情報発信秩父秩父市

「道の駅小豆島オリーブ公園」における多言語案内看板の設置小豆島小豆島町

「道の駅ひまわり」における段差の解消及びトイレの高機能化及び洋式便器の整備長崎県南島原市アペクシア株式会社

令和６年度実施分
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①【補助事業】地域における観光危機管理計画の策定補助
• 各地域における訪日外国人旅行者を含めた観光客に対する災害時の対応方針等の計
画策定を支援する（既存の地域防災計画等について観光に関する記載を追記・拡充
する対応も支援対象）。

②【補助事業】観光施設等の避難所機能・多言語対応機能の強化
• 訪日外国人旅行者等の安全・安心確保のため、観光施設等における非常用電源装置
や災害用ドローン、熱中症対策設備等の整備、クマの出没情報など多言語での正確
な情報発信の環境整備等を支援する。

③ 【調査事業】訪日外国人旅行者に向けた医療保険加入促進等
• 訪日外国人旅行者が滞在中に安心して医療機関を受診できるよう、旅マエ・入国の
際における医療保険加入の促進に向けた調査事業等を実施する。

④【補助事業】医療機関の訪日外国人患者受入機能の強化
• 訪日外国人旅行者が医療機関を受診する場合の利便性向上に向けて、キャッシュレ
ス決済の導入、医療機関内の多言語化等の環境整備を支援する。

地方誘客促進に向けたインバウンド安全・安心対策推進事業

事業内容

事業スキーム

事業イメージ

・①：直接補助事業（都道府県の場合：補助率２／３、上限500万円。市区町村の場合：補助率１／２（市区町村が所在する都道府県が策定
済み又は策定予定とみなせる場合には、補助率２／３）、上限500万円。 直接補助対象：地方公共団体、DMO

・②：直接補助事業（補助率１／２） 直接補助対象：民間事業者、地方公共団体、DMO等
・③：調査事業等 請負先：民間事業者 ・④：直接補助事業（補助率１／２） 直接補助対象：民間事業者等

災害時、観光案内所に
観光客が集まっている様子

雪害の例

○ 災害の激甚化・頻発化や訪日外国人旅行者の増加に伴い、訪日外国人旅行者が、旅行中に災
害に遭うケースや医療機関を受診するケースの増加が見込まれる。

○ 更なる地方誘客促進に向けて、訪日外国人旅行者が日本各地を安全・安心に訪れることがで
きる旅行環境整備が必要であり、地域における観光客を含めた危機管理体制の検討・構築、
クマの出没情報など多言語での正確な情報発信、観光施設等における非常時対応機能強化、
医療機関におけるキャッシュレス決済等の整備等を推進する。

キャッシュレス決済環境

非常用電源装置

多言語による情報発信

災害用ドローン

熱中症対策設備

令和７年度補正予算額
880百万円

事業目的・背景・課題

担当課室：観光庁 参事官（外客受入） 13



地域の観光資源充実のための環境整備推進事業

事業目的・背景・課題

事業内容

事業スキーム

事業イメージ

・事業形態：①間接補助事業 ②直接補助事業及び間接補助事業
③調査事業等

・補助率、補助上限：①1/2、最大200百万円、②1/2(※１と※２に
ついては10/10、最大10百万円）③10/10、最大10百万円

・補助対象・請負先：地方公共団体、DMO、民間事業者 等
（②は歴史まちづくり計画認定自治体内の者等に限る）

・事業期間：令和元年度～

①地域資源を活用した観光まちづくりの推進
歴史、食、自然、文化の地域資源を活用した観光まちづくりを
推進するための体験の拠点となる施設整備等を支援

②歴史的資源を核としたエリア一帯の環境整備
街並みの高質化、観光インフラ整備、建造物の改修等、環境整
備のためのビジョン・戦略策定※１、整備効果促進※２ 等

③地域資源の観光活用に係る調査
地域の観光資源の多様な組合せを活用した観光まちづくりを推
進するための調査

●地域要件
②は、歴史まちづくり法に基づく、国の認定を受けた歴史まちづ
くり計画に位置付けられた重点区域に限る（※１については歴史
まちづくり計画作成に向けた具体的な取組を開始・公表している
市町村を含む）。

面的かつ一体的な環境整備の取組内容

○地域資源を活用した観光まちづくりを更に推進するためには、地域のストーリーに基づく体験の拠点となる施設等の整備が必要。
体験を創出する、又はその価値を高めるために必要な施設や、旅行者がその価値を感じることができる街並みの整備等を総合的に支援し、
加えて、観光客が回遊するエリアと地域住民の生活圏が重なることによる混乱やトラブルを防止するため、観光客と地域住民の動線を分離
する面的な環境整備も支援。旅行者の訪問動機を高め、地方分散を促進し、地域の回遊性や消費額の向上に寄与。

歴史的資源の例 食資源の例

里山、森林等

歴史的建造物等

文化コンテンツ等

道路の美装化

面的かつ一体的な
観光まちづくり

休憩場所
案内所の整備

歴史的なまちなみの面的な整備

＆

神社
港

動線整備

郷土料理、酒蔵等

体験施設の整備

自然資源の例 文化資源の例

インバウンドの分散化体験の拠点となる施設等の面的整備

令和８年度予算額 4,000百万円

担当課室：①・③観光庁 観光資源課、②国土交通省 都市局公園緑地・景観課 14



地域資源を活用した観光まちづくり事業（補助）の概要

○ 地域資源を観光資源として面的かつ一体的に活用した旅行者向けの体験を創出する、又はその価値を高め

るための手段として、地域の「歴史的資源 (古民家等)」「食」「自然」「文化」の資源に関する施設整備を支援す

る。旅行者の訪問動機が高まることで、地方分散が促進され、地域の回遊性や消費額の向上に寄与。

•補助対象主体： 地方公共団体、DMO、民間事業者等

•補助対象経費： 地域の「歴史的資源」「食」「自然」「文化」を活用した、旅行者にもたらされる体験の量・質の向上
に資する施設等の改修・新築等

•補助率・金額： 補助額 1/2（最低事業費なし、補助限度額 ２億円）

※旅行者に提供するストーリーや体験等の内容と、その実現のために実施する施設整備の内容に関する計画の
提出を求め、観光の活性化に資する事業を採択

目的・趣旨

事業スキーム

申請書記載事項

面的な資源活用による一貫したストーリーやそれに基づき提供する体験の内容と、その実現のために必要な施設の整備計画を提出

観光案内所、休憩所 等

ビジターセンター、アニメ館 等

展示施設

工芸体験・郷土食体験、散策路 等

利便施設

宿泊・飲食施設

古民家ホテル・カフェ 等

体験施設

対象施設イメージ

城
寺院

神社
酒蔵

ロケ地

里山

案内所

歴史的街並み
④トレッキング、
収穫体験

①域内の施設や体験へ誘導。
回遊・消費を促進。

⑥酒蔵見学、醸造体験

②大河ドラマやアニメ等の聖地巡礼

③古民家ホテルへの宿泊により、
滞在による体験コンテンツへの誘導

⑤山伏修行体験、
座禅体験

回遊動線例

ストーリーに基づく体験や地域の回遊イメージ
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○ エリアの観光資源の洗い出しや活用計画を作成し、地域のストーリーに基づく体験の拠点となる
施設等の整備や体験コンテンツの造成・販売との相乗効果により、地域への回遊の促進や消費額
向上を図る。

事業の成果イメージ

城

寺院

神社

酒蔵

里山

歴史的
街並み

文化体験施設
観光案内所

•古民家、社寺の改装

•トレッキング、カヤックなど
自然体験を提供可能に。

•レクチャー施設・散策路を整備•文化体験施設の整備

•伝統工芸体験など
文化体験を提供可能に。

•酒蔵の改装

•酒の文化・醸造体験、
酒蔵宿泊、郷土料理体験
を提供可能に。

•昔の人々の暮らしの体験
•宿坊への宿泊、座禅体験
を提供可能に。

•観光案内所の改装

•道の駅等での観光情報の発信に
より域内の施設や体験への誘導
が可能に。

観光案内スペース
道の駅を拠点とした
ガイドによる案内

● 活用イメージ

⇒回遊の促進＆消費額向上

自然体験ツアービジターセンター郷土料理体験酒蔵改修一日城主体験古民家体験伝統工芸体験工房改修
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